
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年４月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１８８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１２月１８日 １１時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市豆酘埼
つ つ さ き

南西方沖 

豆酘埼灯台から真方位２５２°１６.１海里付近（公海上） 

（概位 北緯３４°０１.２′ 東経１２８°５１.６′） 

事故等調査の経過  平成２３年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

   船舶番号、船舶所有者等 

   

 

 

Ａ コンテナ船 X
エクス

-
－

PRESS
プ レ ス

 ANNUAPURNA
ア ン ナ プ ル ナ

（シンガポール共和国籍）、 

１８,１２３トン 

   ９３５７５３５（ＩＭＯ番号）、ALEXANDER X-PRESS PTE LTD 

Ｂ 漁船 第八白
はく

鴎
おう

丸、１３.０トン 

   ＮＳ２ー１３４７８（漁船登録番号）、有限会社白石水産 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（モンテネグロ国籍）、免状不明 

Ｂ 船長Ｂ、小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部にロープ擦過痕跡 

Ｂ 船首部防舷材の剥離、右舷船尾係船柱の折損 

 事故等の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１７人が乗り組み、豆酘埼南西方沖で入港時間の調

整のために漂泊中、風潮流により圧流されて移動し、平成２３年１２月１

８日１１時５０分ごろＡ船の船首と錨泊中のＢ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、６隻で構成される中型まき網漁船団の運搬船であり、船長Ｂが

１人で乗り組み、平成２３年１２月１７日長崎県松浦市星鹿漁港を出港

し、漁場に到着したのちに水深約１００ｍのところで錨泊中、夜からの操

業開始に備えて船長Ｂが操舵室で仮眠をとっていたところ、Ａ船と衝突し

た。 

Ｂ船の付近には、船団の５隻が錨泊中であった。 

 Ｂ船は、Ａ船の船首が錨索に当たった際に錨索が切れて漂流を始めた

が、航行に支障がなかったので、対馬市厳原港に移動してまき網漁に戻っ

た。  

気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４ 

海象：波向 北西、波高 約２ｍ 

その他の事項 Ｂ船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

Ｂ船の錨は、重量が約１４０kgであった。 

Ｂ船は、衝突したときに北西の風により船首方向が約３１５°を向いて

いた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

あり 

なし 

なし 



判明した事項の解析 Ａ船は、豆酘埼南西方沖で入港時間調整のために

漂泊中、風潮流により圧流されて移動し、錨泊中の

Ｂ船に接近したが、適切な見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船との接近に気付かず、Ａ船の船首

とＢ船の船首とが衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、豆酘埼南西方沖で錨泊中、船長Ｂが、夜

からの操業開始に備え、操舵室で仮眠して見張りを

行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、豆酘埼南西方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が錨泊中、Ａ

船が適切な見張りを行わず、また、Ｂ船が見張りを行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 




